
医師法に基づく厚生労働大臣の意見及び
要請について
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（2018年度開始専攻医）

• 2018年度専攻医においては、日本専門医機構により、五大都市（東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福
岡県）について、各診療科（外科、産婦人科、病理、臨床検査および総合診療科以外）のシーリング数とし
て過去5年間の採用数の平均が設定された。

（2019年度開始専攻医）

• 2019年度専攻医は、引き続き五都府県に2018年度と同様のシーリングを実施。ただし、2018年度専攻医が
東京都に集中したことを受け、東京都のシーリング数を５％削減した。

（2020年度開始専攻医）

• 2020年度専攻医募集に向けては、厚生労働省が2018年度に発表した都道府県別診療科必要医師数およ
び養成数を基に、各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシーリングを
かけることを厚労省が日本専門医機構に提案し、日本専門医機構が作成したシーリング案が2019年5月14
日医道審議会医師専門研修部会にて承認された。

• 上記のシーリング案について、都道府県の地域医療対策協議会において検討を行い、厚生労働大臣に意
見を提出し、同年9月13日に厚生労働大臣から日本専門医機構に、必要な措置の実施を意見・要請した。

• それを踏まえ、日本専門医機構はシーリングの最終決定を行い、10月15日より専攻医の募集を開始した。

（2021年度開始専攻医）

• 日本専門医機構がシーリングを検討するための協議体を設置し、各学会や都道府県からのヒヤリング等を
踏まえ検討がなされ、2020年3月27日の理事会において、2021年度のシーリング(案)が承認された。

（2022年度開始専攻医）

• 昨年度同様のヒヤリング等を踏まえ、 2022年度のシーリングは、 2021年度の採用数を用いた再計算を行
わず、2021年度採用と同じ数値とすることが2021年3年2月19日の理事会において承認された。

新専門医制度の採用数上限設定（シーリング）にかかる経緯

2018年度より開始された新専門医制度では、下記の通り採用数の上限設定（シーリング）が設定されている。
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日本専門医機構等 意見を反映させる
努力義務（第３項）

厚生労働大臣

要請（第１項）

専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させる制度

医師法１６条の１０

地域医療対策協議会

意見（第４項）

都道府県知事

日本専門医機構等

協議

意見を反映させる
努力義務（第５項）

厚生労働大臣

医師法第16条の10 医学医術に関する学術団体その他の厚生労
働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は
変更しようとするとき（当該計画に基づき研修を実施することによ
り、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生
労働省令で定める場合に限る。）は、あらかじめ、厚生労働大臣
の意見を聴かなければならない。

２ （略）
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あ
らかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あら
かじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚
生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修
に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければ
ならない。

意見（第３項）

意見（第１項）

医師法１６条の１１
医師法第16条の11 厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労
働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技
能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に
必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする
医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団
体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請す
ることができる。

２ （略）
３ 第一項の厚生労働省で定める団体は、同項の規定により、厚生
労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請され
たときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。 3


